
公   募   公   告 

 

次のとおり公募します。 

令和７年１２月４日             日本私立学校振興・共済事業団 

理 事 長  福 原  紀 彦 

１．公募に付する事項 

（１）事業名 

   令和８年度 積立共済年金・共済定期保険・アイリスプランにかかる事務処理等業務 

（２）事業の内容 

   本業務は、日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」という。）が私立学校教

職員共済法第２６条第１項第７号に基づいて行う福祉事業であり、事業団が生命保険

会社と締結する保険契約により行う「積立共済年金事業」、「共済定期保険事業」及び

「アイリスプラン事業」にかかる事務処理等業務を全面的に委託するものである。（詳

細は公募要領による。） 

（３）契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２．公募に参加する者に必要な資格 

（１）日本私立学校振興・共済事業団会計規程第２５条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）日本私立学校振興・共済事業団会計規程第２６条の規定に該当しない者であること。  

（３）公告日から契約の相手方として決定されるまでの間に国等からの指名停止又は取引

停止の措置を受けていない者であること。 

（４）一般競争参加資格（全省庁統一資格）において、令和８年度「役務の提供等」のＡ、

Ｂ又はＣの等級に格付けされている者であること。 

 

３．公募に参加する者に必要な条件 

（１）明治安田損害保険株式会社（共済定期保険（医療費支援コース、長期休業補償コー

ス）の引受損害保険会社）の代理店として３年以上の実績を有すること。 

（２）一定規模（加入者１０，０００名以上）の任意加入型団体保険（生保と損保セット）

の事務取扱実績が現にあること。 

（３）仕様書Ⅰ．共通事項 ６．業務責任者、７．副業務責任者及び８．業務従事者に定

める人員を配置できること。 

 

 



４．質疑応答 

仕様内容について質問がある場合、又は質問がない場合は「質問なし」と別紙質疑応

答書に明記し、令和７年１２月１９日（金）午後３時（必着）までに財務部契約課にＦ

ＡＸで提出すること。回答は、令和８年１月７日（水）付けで提出者全員にＦＡＸにて

通知する。 

なお、「質問なし」で提出した際においても質疑応答書（回答）は必読することとし、

判読不能及び不着等の場合には下記５.まで連絡すること。 

〔質疑応答書提出先〕 

      事業団  財務部契約課 

     ＦＡＸ：０３－５８０４－７７０８ 

 

５．公募の条件等を満たす旨等の意思表示 

本公募の条件を満たしており、参加を希望する者は、令和８年１月１５日（木）午後

３時までに公募要領に定める申込書等必要書類を提出すること。なお、公募要領につい

ては、後記連絡先にて配付する。 

 

【本件担当、連絡先】  

〒１１３－８４４１ 東京都文京区湯島一丁目７番５号 

事業団  財務部契約課 

    電 話：０３－３８１３－８５４２ 

ＦＡＸ：０３－５８０４－７７０８  

 

６．その他 

（１）本公告に示した公募に必要な資格のない者の意思表示は無効とする。また、提出し 

た資料について、後日、ヒアリングを実施する場合がある。 

（２）公募を行った結果、令和７年度受託者以外に公募内容等の条件を満たす者が存在し 

た場合は、公募内容等の条件を満たす者による一般競争入札を行うものとする。 

（３）本公告は、令和８年度の予算の認可を必要条件として行うものである。詳細は公募 

要領による。 

 

         以上 


